
対象建築物が補助要件に該当しているか、確認して下さい。

　○S56.5.31以前に建築されているか

　○現に居住している、またはこれから居住しようとする住宅

　○補助対象建築物の所有者または管理者であるか

補助要件に該当しているかを市にて確認し、結果を申請者に

連絡いたします。申請者は補助要件に該当した旨を、

耐震診断技術者へ連絡して下さい。

補助金の交付申込みを行う場合は、市へ補助金交付申込書を

提出して下さい。

【用意していただくもの】

　□補助金交付申込書【様式第１号】

　□申請者の運転免許証または健康保険証等（本人確認の書類）

　□耐震診断の見積書

　□耐震診断技術者の木造耐震診断資格者講習の受講修了証

　□委任状（事業者の代理申請手続きの場合）

　□誓約書、同意書（必要な場合）

お持ちなら

（□建築確認済証または検査済証の写し）

補助金交付申込み時に提出いただいた書類を市にて確認し、

補助金の交付額を決定し通知します。

市から申請者へ補助金交付決定通知と耐震診断着手届出書、

耐震診断報告書を郵送します。

補助金交付決定通知を受領後、耐震診断技術者へ連絡を取り診断日を

を決めて下さい。

診断日が決まり次第、市へ連絡ください。

診断日が平日であれば、市の担当者も立ち合います。

診断日の当日、耐震診断着手届出書を市の担当者に提出して下さい。

診断完了後、耐震診断報告書を市へ提出して下さい。

【用意していただくもの】

　□耐震診断報告書【様式第７号】

　□耐震診断の成果品

　□請求明細書の写し

　□領収書の写し
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約２週間程度

補助金交付決定通知を受け取られてから耐震診断に着手しな

ければ補助金を受け取れないのでご注意ください！！

耐震診断技術者の

紹介が必要な場合は

約２週間程度



耐震診断補助手続きのながれ

提出書類の内容を審査し、補助金額を確定し通知します。

補助金交付確定額通知書と補助金交付請求書を申請者へ郵送します。

補助金交付確定額通知書と補助金交付請求書を受領後、

速やかに補助金交付請求書を記入頂き、市へ提出お願いします。

補助金の振込は請求書を提出後、２週間程度で入金いたします。

【連絡先】 大東市　都市政策課
TEL:072-870-0483    FAX:072-874-8799
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